
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負圧により母乳を搾り出すための搾乳器において、
　乳房に当てるための搾乳部と、
　前記搾乳部内に配置され、前記搾乳部内に前記負圧を発生させる負圧発生手段と、
　前記搾乳部に接続配置された駆動手段と、
　前記搾乳部に接続配置され、前記駆動手段の駆動力を前記負圧発生手段に伝達して、前
記負圧を発生させる動作を繰り返すための駆動力伝達手段と、
　前記搾乳部に接続配置され、前記搾乳部からの前記母乳を溜める貯留部と

　ことを特徴とする搾乳器。
【請求項２】
　前記駆動手段は、直流モータである 搾乳器。
【請求項３】
　前記駆動手段は、バッテリにより駆動される 搾乳
器。
【請求項４】
　前記駆動手段は、ＡＣアダプタを介して駆動される
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　を備えており、
　前記負圧発生手段が、前記搾乳部内を往復直線運動するピストンを有していて、
　かつ、前記搾乳部内で発生した正圧を開放する正圧開放手段を前記搾乳部に設けた

請求項１に記載の

請求項１または２のいずれかに記載の

請求項１または２のいずれかに記載



搾乳器。
【請求項５】
　前記駆動力伝達手段は、前記駆動手段の回転運動を、前記負圧発生手段の往復直線運動
に変換するリンク機構を備える 搾乳器。
【請求項６】
　前記駆動力伝達手段は、前記駆動手段の回転を減速させるギヤを備える

搾乳器。
【請求項７】
　前記搾乳部と、前記負圧発生手段と、前記駆動手段と、前記駆動力伝達手段は、前記貯
留部の上部に配置されている 搾乳器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、負圧により母乳を搾り出すための搾乳器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
母乳を搾り出すための搾乳器は、一般に、乳房の上にはまるフード部と、このフード部内
に負圧を発生させるポンプと、搾り出された母乳を受けるための容器とを有している。
このような母乳用の搾乳器は、たとえば特開平１－３１７４４８号公報に開示されている
。従来の搾乳器においては、手動操作可能なポンプをフード部及び容器から取り外して駆
動ユニットに収容・保持し、ポンプのピストンを駆動ユニットに備えられているモータ等
を使った電動式のピストン駆動手段に接続して往復運動させることにより、フード部内に
おいて負圧を発生させて母乳を搾り出している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述した従来の搾乳器では、駆動ユニットを必要とするため大掛かりなものとな
り、運搬が困難であるという問題があった。従って、母乳を搾り出すための搾乳器は、簡
単な構成により手軽に母乳を搾り出すようにできることが望ましい。
そこで、この発明は上記課題を解消するためになされものであり、簡単な構成で手軽に母
乳を搾り出すことができる搾乳器を提供することを目的としている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、 負圧により母乳を搾り出すための搾乳器において
、　乳房に当てるための搾乳部と、前記搾乳部内に配置され、前記搾乳部内に前記負圧を
発生させる負圧発生手段と、前記搾乳部に接続配置された駆動手段と、前記搾乳部に接続
配置され、前記駆動手段の駆動力を前記負圧発生手段に伝達して、前記負圧を発生させる
動作を繰り返すための駆動力伝達手段と、前記搾乳部に接続配置され、前記搾乳部からの
前記母乳を溜める貯留部と

搾乳器により、達成される。
【０００５】
　

　

　第４の発明は、第１または２のいずれかの発明の構成において、前記駆動手段は、ＡＣ
アダプタを介して駆動されることを特徴とする。
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の

請求項１ないし４のいずれかに記載の

請求項１ないし
５のいずれかに記載の

請求項１ないし６のいずれかに記載の

第１の発明にあっては、

を備えており、前記負圧発生手段が、前記搾乳部内を往復直線
運動するピストンを有していて、かつ、前記搾乳部内で発生した正圧を開放する正圧開放
手段を前記搾乳部に設けた

第２の発明は、第１の発明の構成において、前記駆動手段は、直流モータであることを
特徴とする。

第３の発明は、第１または２のいずれかの発明の構成において、前記駆動手段は、バッ
テリにより駆動されることを特徴とする。

第５の発明は、第１ないし４のいずれかの発明の構成において、前記駆動力伝達手段は
、前記駆動手段の回転運動を、前記負圧発生手段の往復直線運動に変換するリンク機構を
備えることを特徴とする。



　

　

【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
尚、以下に述べる実施の形態は、この発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい
種々の限定が付されているが、この発明の範囲は、以下の説明において特にこの発明を限
定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。
【０００７】
図１は、この発明の搾乳器の好ましい一形態を表す斜視図である。図１において、搾乳器
は、母乳を搾る働きをするフード部１０と、母乳を搾る際の駆動源となる駆動部２０と、
搾った母乳を貯留する貯留部３０とを備えている。この搾乳器は、フード部１０の上部に
駆動部２０が接続配置され、フード部１０の下部に貯留部３０が接続配置されている。こ
のような構成において、各部の詳細を図２に示す平面及び一部断面側面を表す図を参照し
て説明する。
【０００８】
まず、フード部１０について説明する。
フード部１０は、ラッパ状部分１１と、このラッパ状部分１１と一体成形された筒状部分
１２と、この筒状部分１２と一体成形された蓋部１３とで成る搾乳部を備え、さらに、筒
状部分１２内を往復直線運動するピストン部１４である負圧発生手段を備えている。
ラッパ状部分１１は、乳房Ａと乳首Ｂを囲むような形状をなし、ラッパ状部分１１と筒状
部分１２は、母乳通路１１ａを画成している。
【０００９】
筒状部分１２の周側面には、後で詳述する圧力調節手段２８の一部となる同心円筒の二重
のチューブ１２ａと、正圧開放手段１５である弁１５ａを有するチューブ１５ｂとが一体
成形されている。筒状部分１２の後端は、ピストン部１４が往復直線運動するときにピス
トン部１４のアーム１４ｂが干渉しないように、例えば図３に示すような形状の切り欠き
１２ｂが設けられて一部開放されている。また、筒状部分１２と蓋部１３の接続部には、
母乳通路１１ａに続く例えば図３に示すような形状の排乳口１２ｃが設けられている。
蓋部１３のメネジ１３ａは、貯留部３０の首部３０ａの回りに形成されているオネジ３０
ｂと着脱可能にかみ合わされている。
【００１０】
ピストン部１４は、例えば図４に示すように筒状部分１２の内周面と摺動可能な円柱状で
あって、一端面側が凹状となっているヘッド１４ａと、このヘッド１４ａの他端面に接続
されたアーム１４ｂと、このアーム１４ｂの一端に接続された細長リング状のガイド１４
ｃとを備えている。ヘッド１４ａは、弾性材料、例えばシリコンゴム、イソプレンゴム、
ニトリルブタジエンラバー（ＮＢＲ）等で成形されている。ここで、ヘッド１４ａの一端
面側を凹状としたのは、ヘッド１４ａの周側面の厚みを薄くして弾性変形し易くし、筒状
部分１２内での往復運動をスムースにするためである。
【００１１】
このフード部１０のラッパ状部分１１と、筒状部分１２と、蓋部１３は、好ましくは透明
の材料により成形されており、例えばポリカーボネート（ＰＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ
）、アクリル、ＡＢＳ（アクリルニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂）等により成形
されている。
【００１２】
次に、駆動部２０について説明する。
駆動部２０は、第１のカバー２１と、第２のカバー２２を備えている。第１のカバー２１
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第６の発明は、第１ないし５のいずれかの発明の構成において、前記駆動力伝達手段は
、前記駆動手段の回転を減速させるギヤを備えることを特徴とする。

第７の発明は、第１ないし６のいずれかの発明の構成において、前記搾乳部と、前記負
圧発生手段と、前記駆動手段と、前記駆動力伝達手段は、前記貯留部の上部に配置されて
いることを特徴とする。



は、第２のカバー２２に対して着脱可能に取り付けられている。そして、第１のカバー２
１をはずすことにより、電源２３を交換することができる。第１のカバー２１と第２のカ
バー２２は、好ましくは不透明の材料により成形されており、たとえば上述したＡＢＳ、
ＰＰ、ＰＣ等により成形されている。
【００１３】
第１のカバー２１と第２のカバー２２の中には、バッテリ等の電源２３と、この電源２３
に接続された直流モータ等の駆動手段２４と、この駆動手段２４に接続されたギヤ等の駆
動力伝達手段２５と、これらの電源２３、駆動手段２４及び駆動力伝達手段２５を載置し
て支持する支持台２６と、電源２３と駆動手段２４の間に配置されたスイッチ２７と、フ
ード部１０内の圧力を調節する圧力調節手段２８とを内蔵している。
電源２３は、たとえば単３の電池が３本であり、支持台２６の中に着脱自在に配置されて
いる。そして、オペレータがスイッチ２７をオン操作することにより、電源２３から駆動
手段２４に対して直流電流が供給されるようになっている。尚、電源２３として、ＡＣア
ダプタを備えるようにしても良い。
【００１４】
駆動力伝達手段２５は、駆動手段２４の駆動を減速するためのギヤ２５１と、駆動手段２
４の回転運動を往復直線運動に変換するリンク機構２５２とを備えている。
ギヤ２５１は、例えば図５に示すような減速歯車列で構成されている。即ち、駆動手段２
４の入力軸に固定された歯車２５１ａと、この歯車２５１ａにかみ合わされた歯車２５１
ｂと、この歯車２５１ｂの軸に固定された歯車２５１ｃと、この歯車２５１ｃにかみ合わ
された歯車２５１ｄと、この歯車２５１ｄの軸に固定された歯車２５１ｅと、この歯車２
５１ｅにかみ合わされた歯車２５１ｆと、この歯車２５１ｆの軸に固定された歯車２５１
ｇと、この歯車２５１ｇにかみ合わされた歯車２５１ｈとで構成されている。この一連の
歯車からなるギヤ２５１における減速比は、たとえば１／１５６になっている。
【００１５】
リンク機構２５２は、ギヤ２５１の歯車２５１ｈの出力軸に一端が固定されたクランク２
５２ａと、クランク２５２ａの他端に回転自在に取り付けられたスライダ２５２ｂとを備
えている。スライダ２５２ｂは、ピストン部１４のガイド１４ｃの溝内に挿入されている
。
従って、オペレータがスイッチ２７をオン操作して駆動手段２４を駆動することにより、
駆動手段２４の回転駆動力が、歯車２５１ａ、２５１ｂ、２５１ｃ、２５１ｄ、２５１ｅ
、２５１ｆ、２５１ｇ、２５１ｈを介してクランク２５２ａに伝わる。すると、クランク
２５２ａが回転運動をするので、クランク２５２ａの他端に取り付けられたスライダ２５
２ｂも、クランク２５２ａの長さを半径とした回転運動をする。このスライダ２５２ｂの
１回転で、スライダ２５２ｂはピストン部１４のガイド１４ｃの溝に沿って１往復するこ
とになるので、結局、ガイド１４ｃは、スライダ２５２ｂに押され、あるいは引っ張られ
ることになる。よって、スライダ２５２ｂを連続回転させることにより、ガイド１４ｃは
、クランク２５２ａの長さの２倍の距離の範囲内で、ガイド１４ｃの溝方向と直交する方
向（図示矢印方向）に往復直線運動する。そして、このガイド１４ｃと一体になっている
ピストン部１４のアーム１４ｂとヘッド１４ａも、クランク２５２ａの長さの２倍の距離
の範囲内で図示矢印方向に往復直線運動する。即ち、クランク２５２ａとスライダ２５２
ｂとガイド１４ｃは、回転運動を往復直線運動に変換する機構を形成している。
【００１６】
圧力調節手段２８は、図６の断面側面図及び図７の分解斜視図に示すように、略円筒状の
ボディ２８１の端面側に開口した凹陥部２８１ａに、通気路２８１ｂが連通されている。
凹陥部２８１ａの底面の中央には軸受穴２８１ｃが設けられ、この軸受穴２８１ｃの外側
には通気路２８１ｂに連通し、かつ周方向に延びる円弧状の連通溝２８１ｄが設けられ、
この連通溝２８１ｄが途切れた部分には位置決め用の突起２８１ｅが設けられている。そ
して、凹陥部２８１ａの開口端の内側にはＶ字状に切り欠いたノッチ２８１ｆが周方向に
等間隔に複数個設けられていると共に、開口端の外側にはツマミ２８２の抜けを防止する
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ためのフランジ２８１ｇが形成されている。
【００１７】
凹陥部２８１ａ内には、ノズル板２８３、通路体２８４及び回転部材２８５が底面側から
逐次的に収納されている。
ノズル板２８３は、円形の薄板材から成り、その中心には軸受穴２８１ｃと同径の中心穴
２８３ａが設けられていると共に、その外側には突起２８１ｅが貫通する貫通穴２８３ｂ
と、連通溝２８１ｄに連通されるよう同心上に配置された互いに径の異なる複数個のノズ
ル孔２８３ｃとが設けられている。
通路体２８４は、円盤形を成し、その一面の中央には中心穴２８３ａを貫通して軸受穴２
８１ｃに嵌合される軸２８４ａが突出形成されていると共に、その他面の貫通穴２８３ｂ
とノズル孔２８３ｃとに対応する位置には突部２８４ｂが突出形成されている。この突部
２８４ｂには、突起２８１ｅを挿入できる通気孔２８４ｃが貫装されており、挿入された
突起２８１ｅにより通路体２８４の回動を防止している。通気孔２８４ｃの開口端は回転
部材２８５の背面により閉鎖可能となっている。
【００１８】
回転部材２８５は、凹陥部２８１ａに緩くはまり合う円盤部２８５ａと、その円盤部２８
５ａの上面中央に立設された角柱部２８５ｂと、円盤部２８５ａの上面周縁に立設され、
かつ上端部を円弧状に湾曲させたアーム部２８５ｃとを有している。アーム部２８５ｃの
先端には、外側に突出するノッチ突起２８５ｄが設けられている。円盤部２８５ａの下面
には、通路体２８４の複数個の通気孔２８４ｃのうちの１個とのみ連通可能な扇形を成す
切り欠き通路２８５ｅが設けられている。
ツマミ２８２は、互いに同心を成すように設けられた内筒部２８２ａ及び外筒部２８２ｂ
を有している。内筒部２８２ａの中央には回転部材２８５の角柱部２８５ｂがはまり合う
角柱穴２８２ｃが設けられ、これによりツマミ２８２と回転部材２８５を回転方向に一体
としている。外筒部２８２ｂの内側にはボディ２８１からの抜けを防止するためフランジ
２８１ｇに係合される爪部２８２ｄが設けられている。
【００１９】
ここで、ツマミ２８２を回転すると、回転部材２８５も同方向に回転するので、回転部材
２８５の裏面に設けた切り欠き通路２８５ｄが周方向に回転変位して、通路体２８４の通
気孔２８４ｃに連通する。通路体２８４の通気孔２８４ｃは、ノズル板２８３に設けた互
いに径の異なるノズル孔２８３ｃを介して通気路２８１ｂと連通しているので、ノズル孔
２８３ｃの径の大きさに応じた外気が通気路２８１ｂに流れ込む。従って、ノズル孔２８
３ｃを選択して通気路２８１ｂに流れ込む空気量を調節することにより、フード部１０の
筒状部分１２内の負圧の大きさを適宜に調節することができる。
【００２０】
尚、ツマミ２８２を回転すると、回転部材２８５のアーム部２８５ｃの先端に設けたノッ
チ突起２８５ｄがアーム部２８５ｃの弾性による押圧力に抗してボディ２８１の凹陥部２
８１ａ内に設けたノッチ２８１ｆ間を移動するため、その移動時における抵抗力の変化に
よりツマミ２８２を回転させる際の節度感を与えることができると共に、ノッチ２８１ｆ
によって回転部材２８５の位置決めを行うことができる。
【００２１】
貯留部３０は、蓋部１３のメネジ１３ａと着脱可能にかみ合うオネジ３０ｂ及び開口部３
０ｃを有する首部３０ａと、この首部３０ａと一体成形され、母乳を溜めるための容器３
０ｄとを備えている。そして、この容器３０ｄは、搾乳器を安定しておくために底部が比
較的広い面積となっている。
貯留部３０は、好ましくは透明の材料により成形されており、例えば上述したＰＣ、ＰＰ
、ポリエチレン等により成形されている。
ところで、この発明は上記実施例に限定されるものではない。例えばバッテリ等の電源２
３を貯留部３０の側部に配置してもよい。このようにするこにより、搾乳器の安定性を上
げることができる。また、駆動手段２４は、電動式のモータに限らず、例えばリニアモー
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タやゼンマイ等でも良い。
【００２２】
次に、上述した搾乳器により、母乳を搾り出す動作を図８のフローチャート及び図９から
図１３の動作状態を示す図を用いて説明する。尚、矢印ＭＡは、母乳の流れを示し、矢印
ＡＡは、空気の流れを示している。
当初、ピストン部１４のヘッド１４ａは、フード部１０のラッパ状部分１１に最も近接し
た位置、即ち上死点に位置しているとし、正圧開放手段１５の弁１５ａは開口部を閉じて
いるとする。
図９に示すように、オペレータが乳房にラッパ状部分１１を押し当ててスイッチ２７をオ
ン操作すると（ＳＴＰ１）、駆動源２３から駆動手段２４に対して電流が供給されて、駆
動手段２４がギヤ２５１を回転する。これにより、リンク機構２５２のクランク２５２ａ
が回転してスライダ２５２ｂがピストン部１４のガイド１４ｃ内でスライドする。すると
、ピストン部１４のアーム１４ｂが、スライダ２５２ｂに引き下げられ、ヘッド１４ａが
、上死点から下死点の方向へ移動を開始する（ＳＴＰ２）。
【００２３】
図１０に示すように、上死点から下死点の方向への移動途中で、圧力調節手段２８から若
干の空気が流入して筒上部分１２内が所定の負圧となり（ＳＴＰ３）、搾乳を開始する（
ＳＴＰ４）。乳房Ａから搾り出された母乳は、母乳通路１１ａを通過して排乳口１２ｃへ
向かって流れる（ＳＴＰ５）。
図１１に示すように、ヘッド１４ａが排乳口１２ｃを通過すると、母乳通路１１ａを通過
してきた母乳は排乳口１２ｃから流れ落ち（ＳＴＰ６）、容器３０ｄ内に貯留される（Ｓ
ＴＰ７）。同時に空気が排乳口１２ｃから筒上部分１２内に流入し、筒上部分１２内の負
圧が開放されて大気圧となる（ＳＴＰ７）。
【００２４】
図１２に示すように、アーム１４ｂが、スライダ２５２ｂに押し上げられ、ヘッド１４ａ
が、下死点から上死点の方向へ移動を開始する（ＳＴＰ８）。ヘッド１４ａが排乳口１２
ｃを通過し、さらに図１３に示すように下死点から上死点の方向へ移動すると、筒上部分
１２内は正圧となるが、正圧開放手段１５の弁１５ａが開口部を開けるので筒上部分１２
内の空気は正圧開放手段１５の開口から外部へ流出し、筒上部分１２内の正圧が開放され
て大気圧となる（ＳＴＰ９）。
以上の動作で１サイクルを終了する。ここで、搾乳を続行するときは（ＳＴＰ１０）、オ
ペレータは負圧による吸引の調子を判断し（ＳＴＰ１１）、調子が悪いときは圧力調節手
段２８を調整し（ＳＴＰ１２）、調子が良いときは圧力調節手段２８を調整しないでＳＴ
Ｐ２に戻って上述した動作を繰り返す。一方、搾乳を中止するときは、スイッチ２７をオ
フにする（ＳＴＰ１３）。
尚、上述した動作例では、１サイクル終了後にオペレータが負圧による吸引の調子を判断
するようにしたが、これに限られるものではなく、実際の搾乳においてはオペレータが暫
く様子をみてから負圧による吸引の調子を判断したい場合があるので、このような場合に
は搾乳継続中に負圧による吸引の調子を判断して圧力調節手段２８を調整するようにして
も良い。
【００２５】
図１４には、この発明の搾乳器における搾乳器の吸引圧曲線の一例を示し、図１５には、
乳児の吸引圧曲線の一例を示している。
この発明の搾乳器における搾乳器の吸引圧曲線は、乳児の吸引圧曲線にかなり似ていて脈
動していることが分かる。尚、この発明の搾乳器における吸引圧は、乳児の実際の吸引圧
よりも高めに設定するのが好ましい。何故なら、乳児の場合には、実際は、吸引圧以外の
要素を含んで母乳を飲んでいるからであると考えられるためである。
【００２６】
図１６においては、図１に示した搾乳器の実施の形態に、さらに乳頭アダプタ４０を追加
している。この乳頭アダプタ４０は、フード部１０における吸引動作の際に、乳房Ａが吸

10

20

30

40

50

(6) JP 3744570 B2 2006.2.15



い込まれて痛い思いをするのを防止するための部材である。図１７から図１９に示すよう
に、この乳頭アダプタ４０は、乳房Ａを受ける受け部４１と、部分４２を有している。こ
の受け部４１はラッパ状であり、受け部４１の小径部分４３は部分４２に接続されている
。部分４２は円筒状であり、母乳Ｍの通路を有している。受け部４１と部分４２は、フー
ド部１０の内壁に接触することにより、乳頭アダプタ４０を位置決めするようになってい
る。
受け部４１には、複数の突起４４が形成されている。フード部１０における吸引動作によ
り、乳房Ａがこれらの突起４４に対して押しつけられて、指の腹部等で刺激やマッサージ
をする（もむ動作）ような効果が得られる。そして、乳頭アダプタ４０の作用と、上述し
た搾乳時の脈動の吸収との相乗効果により、よりリアルに指の腹部等で刺激やマッサージ
をする状態に近づき、あるいは乳児の母乳を吸う動作にも近づけることができる。
【００２７】
以上述べた搾乳器を使用する前や使用した後は、殺菌のために搾乳器を煮沸消毒する必要
がある。そのため、搾乳器のフード部１０、駆動部２０及び貯留部３０は、図２０に示す
ように分解することができる。即ち、フード部１０の上部に載置されている駆動部２０は
、筒状部分１２に設けられているチューブ１２ａと圧力調節手段２８のボディ２８１とが
Ｏリング２８６を介して接続されているので、フード部１０を抑えて駆動部２０を引き上
げれば取り外すことができる。また、フード部１０の下部に配置されている貯留部３０は
、蓋部１３のメネジ１３ａと首部３０ａのオネジ３０ｂがはめ合わされて接続されている
ので、フード部１０を抑えて貯留部３０を回せば取り外すことができる。尚、駆動部２０
を防水仕様にすれば、駆動部２０も煮沸消毒することが可能となるので、フード部１０と
駆動部２０を一体化することも可能である。
【００２８】
尚、上述した形態の搾乳器の貯留部３０に、例えば図２１や図２２に示すようなフード部
１０の反対側に位置する把手３１やフード部１０の両側に位置する把手３２を設ければ、
搾乳時の取扱いがさらに楽になり、また搾乳器の安定性を向上させることがきる。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、簡単な構成でありながら、手軽に母乳を搾り出
すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の搾乳器の一形態を示す斜視図。
【図２】図１に示す搾乳器の平面及び一部断面側面を示す図。
【図３】図１に示す搾乳器の筒状部分の詳細例を示す斜視図。
【図４】図１に示す搾乳器のピストン部の詳細例を示す斜視図。
【図５】図１に示す搾乳器の駆動手段及び駆動力伝達手段の詳細例を示す斜視図。
【図６】図１に示す搾乳器の圧力調節手段の詳細例を示す斜視図。
【図７】図６に示す搾乳器の圧力調節手段の分解斜視図。
【図８】図１に示す搾乳器の動作例を示すフローチャート。
【図９】図１に示す搾乳器の動作例を示す第１の断面側面図。
【図１０】図１に示す搾乳器の動作例を示す第２の断面側面図。
【図１１】図１に示す搾乳器の動作例を示す第３の断面側面図。
【図１２】図１に示す搾乳器の動作例を示す第４の断面側面図。
【図１３】図１に示す搾乳器の動作例を示す第５の断面側面図。
【図１４】図１に示す搾乳器における吸引圧曲線の一例を示す図。
【図１５】乳児の吸引圧曲線の一例を示す図。
【図１６】乳頭アダプタを備えるこの発明の他の実施の形態を示す平面図。
【図１７】乳頭アダプタの正面図。
【図１８】図１７における乳頭アダプタのＡ－Ａ線断面図。
【図１９】乳頭アダプタの背面図。
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【図２０】図１に示す搾乳器の分解斜視図。
【図２１】この発明の搾乳器の別の実施の形態を示す平面図。
【図２２】この発明の搾乳器のさらに別の実施の形態を示す平面図。
【符号の説明】
１０　　　　　　　　　　フード部
１１　　　　　　　　　　ラッパ状部分
１２　　　　　　　　　　筒状部分
１３　　　　　　　　　　蓋部
１４　　　　　　　　　　ピストン部
１５　　　　　　　　　　正圧開放手段
２０　　　　　　　　　　駆動部
２１　　　　　　　　　　第１のカバー
２２　　　　　　　　　　第２のカバー
２３　　　　　　　　　　電源
２４　　　　　　　　　　駆動手段
２５　　　　　　　　　　駆動力伝達手段
２６　　　　　　　　　　支持台
２７　　　　　　　　　　スイッチ
２８　　　　　　　　　　圧力調節手段
３０　　　　　　　　　　貯留部
３１、３２　　　　　　　把手
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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